
資料２ 
第５次食育推進基本計画 構成（案） 

 

はじめに 

 

第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

１．重点事項 

（１）学校等での食や農に関する学びの充実 

子供たちの食の乱れや健康への影響が見られ、生産現場の実態を知らない子供

が増加しており、栄養教諭等による食生活の重要性等に関する指導や「農林漁業

教育」を推進。 

（２）健全な食生活の実践に向けた「大人の食育」の推進 

野菜類・果実類の摂取量の減少等の大人の食生活の乱れが生じており、「大人の

食育」を推進するため、官民の幅広い連携・協働の取組を生み出す「官民連携食

育プラットフォーム」等を推進。 

（３）国民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大 

国民の食卓と生産現場の距離が遠くなる中、生産現場に対する国民の理解を深

めるため、国民の食卓と農業等の生産現場の距離を縮めることにつながる農林漁

業体験等の取組を強化。 

これらの取組を推進して定着させるために、情報発信の強化や取組の見える化、

PDCAサイクルによる施策の見直し・改善、行動変容に向けた機運の醸成等を実施。 

２．基本的な取組方針 

 

第２ 食育の推進の目標に関する事項 

 

第３ 食育の総合的な促進に関する事項（具体的な施策） 

１．家庭における食育の推進 

２．学校、保育所等における食育の推進 

３．地域における食育の推進 

４．食育推進運動の展開 

５．生産者と消費者との交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

６．食文化の継承のための活動への支援等 

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流

の推進 

 

第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 



（別添） 
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これまでのご議論等を踏まえた整理 

 

はじめに 

○ 食は命の源であり、国民が健康で心豊かな生活を送るためには、

生産現場等に対する関心や理解を深めるとともに、健全な食生活を

実践することが重要である。 

○ 食育基本法の制定から 20年が経過する中で、食や農林漁業を取り

巻く状況の変化や、食に関する国民の価値観やライフスタイル等の

多様化が進展。 

○ 特に第４次食育推進基本計画の計画期間においては、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大や食料品等の物価高騰等が生じたこと等

により、食生活の乱れが見られ、家庭や地域で健全な食生活を実践

することが困難な場面が増加。 

○ 国内の農業者の減少・高齢化が進展し、食料の多くを海外からの

輸入に頼っているが、世界の食料生産・供給は不安定化。 

○ 国民の食卓と農業等の生産現場の距離が遠くなる中、生産者と消

費者の関係が希薄化。 

○ 食や農へ関心や理解を深める観点からも食育は重要であり、国や

地方公共団体による取組とともに、学校、企業や地域の多様な関係

者等と連携・協働し、食育を国民運動として推進。 

○ 加えて、日常の食が自身の健康とのつながりのみではなく、食料

生産や地球環境と関係していることを、改めて国民が自覚し、社会

全体としてそれらの調和を図りつつ、個人や社会全体の豊かさにつ

ながるものと捉えていくことも必要。 
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第１．食育推進に関する施策についての基本的な方針  

○ 食育をめぐる情勢を踏まえ、本計画において、今後５年間、特に取

り組むべき事項として、（１）学校等での食や農に関する学びの充実、

（２）健全な食生活の実現に向けた「大人の食育」の推進、（３）国

民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大を重点事項に定めて

推進する。 

 また、これらの取組を推進して国民に食育を定着させるために、情

報発信の強化や取組の「見える化」、PDCAサイクルによる施策の見直

し・改善、行動変容に向けた機運の醸成等の取組を推進することが必

要。 

 

１．重点事項 

（１）学校等での食や農に関する学びの充実  

・ 子供たちの食の乱れや健康への影響が見られることや農業等の

生産現場の実態を知らない子供が増えていることから、学校等が

家庭や地域等と連携して、児童生徒等への食育を推進することが

重要。 

・ 栄養教諭等による食生活の重要性等に関する指導や「農林漁業

教育」を推進。 

 

（２）健全な食生活の実現に向けた「大人の食育」の推進 

・ 若者における野菜類・果実類の摂取減少、中高年における米の

消費減少など大人の食生活に乱れが生じている。 

・ このため、若者、高齢者等各世代の食や農林漁業への理解醸成

と行動変容を促す「大人の食育」を推進していくことが重要。 

・ 民間企業を巻き込んだ国民運動を展開するため、官民の幅広い

連携・協働の取組を生み出す「官民連携食育プラットフォーム」

や「食育実践優良法人顕彰」等による職場における食育等を推進。 

 

（３）国民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大 

・ 大都市圏への人口集中や都市化の進展が続き、国民の食卓と生

産現場の距離が遠くなる中、「農林漁業体験を経験した国民（世帯）

の割合」は第４次食育推進基本計画の作成時に比べて減少してお

り、生産現場に対する理解を深めるための取組強化が必要。 

・ 生産現場への理解や、自然の恩恵や生産者への感謝の念を深め、
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国民の食卓と農業等の生産現場の距離を縮めることにつながる農

林漁業体験機会の提供のほか、生産者と消費者が直接つながる取

組等を推進。 

 

２．基本的な取組方針 

（１）国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

（２）食に関する感謝の念と理解 

（３）食育推進運動の展開 

（４）子供の食育における保護者、教育関係者等の役割 

（５）食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

（６）我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び 

農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献 

（７）食品の安全性の確保等における食育の役割 
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第２ 食育の推進の目標に関する事項（P） 

１．目標の考え方 

 

２．食育の推進に当たっての目標 
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第３ 食育の総合的な促進に関する事項 

１．家庭における食育の推進 

（１）現状と今後の方向性  

・家庭においては、基本的な生活習慣確立への意識を高め、生涯に

わたって切れ目なく、心身の健康の増進と豊かな人間性を育む基

盤づくりを行うことが重要。特に子供にとっては、保護者の影響

が大きいため、子供と保護者が一緒になって行動することが重要。 

（２）取り組むべき施策 

・子供の基本的な生活習慣の形成 

－乳幼児期を含む子供の頃からの基本的な生活習慣づくりに資するよう、子

供の生活習慣や食育に関する保護者の意識の醸成を図るための周知を行う

とともに、「早寝早起き朝ごはん」国民運動や「健やか親子２１」等による

全国的な普及啓発を推進 

・望ましい食習慣や知識の習得 

－食育に関する保護者向けの情報提供等により、地域の実情に応じた家庭教

育支援の取組を推進 

－主食・主菜・副菜を組み合わせ、栄養バランスに配慮した食事を組み立てる

力を伸ばす食育を推進 

－プレコンセプションケアの推進により、栄養バランスの取れた食事や、子

供の適切な体重管理などの情報提供を強化 

・妊産婦や乳幼児に対する食育の推進 

－妊娠期や授乳期における望ましい食生活の実現に向けた、各種指針やガイ

ドライン等を活用した食育の取組を推進 

－成育医療等基本方針に基づく母子保健活動として、市町村等における乳幼

児等を対象とした健康診査や各種教室等における食育に関する取組を促進 

・子供・若者の育成支援における共食等の食育の推進 

・多様な生活様式に対応した食育の推進 

－働き方や暮らし方の変化等による多様な生活様式やライフステージに対応

しつつ家族等との共食や栄養バランス等の食に関する意識を高めることに

つながるような食育を推進 
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２．学校、保育所等における食育の推進 

（１）現状と今後の方向性 

・家庭環境の変化等に伴い、子供たちの食の乱れが見られることか

ら、学校、保育所等は、子供への食育を進めていく場として大き

な役割を担う。 

・栄養教諭等を中核とした食に関する指導の充実に加えて、生産現

場への理解を促進する農林漁業体験等を推進。 

（２）取り組むべき施策 

・食に関する指導の充実 

－栄養教諭は、学校の食に関する指導に係る全体計画の策定、教職員間や家

庭との連携・調整等において中核的な役割を担う職であり、各学校におけ

る指導体制の要として、食育を推進していく上で不可欠な教員 

－全ての児童生徒が、栄養教諭の専門性を活かした食に関する指導を等しく

受けられ、食育の取組の充実が図られるよう、新規採用や学校栄養職員か

らの速やかな移行等、栄養教諭の配置を促進 

－栄養教諭がその能力を最大限発揮し、食に関する指導と学校給食の管理を

一体のものとして行うことができるよう、栄養教諭の育成とその資質能力

の向上を促進 

－学校教育全体として食育の推進に取り組むために、食に関する指導の評価

の在り方の周知や、教員への食育に関する研修の充実等、栄養教諭のみな

らず、学校関係者の意識を向上し、学校全体として、関係科目との連携も含

めた食に関する指導体制を充実 

・学校給食と給食の時間における食に関する指導の充実 

－学校給食を「生きた教材」として活用することで、効果的に食育を推進 

－学校給食における地場産物・有機農産物の安定供給や活用促進に向けて、

課題や対応策、先進的な事例等の周知等により、連携体制の構築などの関

係者の密接な連携・協働の取組を促進 

－地場産物や有機農産物の活用や郷土料理等の導入の促進により、食料安全

保障や生産現場における環境負荷低減、生物多様性の保全、伝統的な食文

化等に関する学びを含めた食に関する指導の先進事例の創出とその周知 

－政府備蓄米の無償での交付等の制度の周知や活用も図りつつ、米飯給食を

通じた食育等を推進 

・食育を通じた健康状態の改善等の推進 
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・「農林漁業教育」の実践 

－生産者と消費者の距離が広がる中で、子供の頃から食を支える農業等の生

産現場への理解が重要 

－学校における農林漁業体験をはじめとする自然体験の効果や課題等の整

理・周知 

－「農林漁業教育」の先進事例の創出とその周知 

－市町村食育推進計画や食に関する指導の全体計画等に教育関係者や農林漁

業者の連携の下、農林漁業体験等を促進する旨を位置付けるよう促進 

・就学前の子供に対する食育の推進 

－児童福祉施設等における食事の提供に関するガイドラインを活用すること

等により、乳幼児の成長や発達の過程に応じた食事の提供や食育の取組を

実施 

－保護者や地域の多様な関係者との連携、協働により子供一人一人の発育・

発達段階に適した食に関する取組を推進 

－親子で学ぶ機会や地域の食に関する体験活動などの創意工夫ある取組のさ

らなる推進 
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３．地域における食育の推進 

（１）現状と今後の方向性 

・健全な食生活の実践に向けた行動変容を促すには、家庭、学校、

保育所、生産者、企業等と連携・協働した食育の推進が必要。 

・「官民連携食育プラットフォーム」による官民の幅広い連携・協働

の取組等を通じて、「大人の食育」を推進。 

（２）取り組むべき施策 

・｢食育ガイド｣等の活用促進 

－「食育ガイド」や「食事バランスガイド」、「食生活指針」について、食を取

り巻く環境の変化や現代の食生活の課題等を踏まえた形で普及啓発 

・健康寿命の延伸につながる食育の推進 

－「健康日本 21（第三次）」や「スマート・ライフ・プロジェクト」、「健

康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」の推進や食生活改善普及運動

等を通じた健全な食生活等の実践につながる食育の推進 

－管理栄養士・栄養士や医師、歯科医師等が連携・協働し、食育に関する普及

や啓発活動を推進するとともに、健康診断等の場面を活用して食育の取組

を推進 

－「健康な食事（スマートミール）・食環境」認証制度の活用など外食や中食

でも健康に資する食事の選択がしやすい食環境の整備のための周知を推進 

－「栄養ケア・ステーション」等の民間主導の取組や、食生活改善推進員や食

育ボランティア等の活動を推進 

・栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進 

・官民連携食育プラットフォームを活用した「大人の食育」の推進 

－「官民連携食育プラットフォーム」による官民が連携・協働した取組の実

施、事業者間での協働や、大学や地域等への連携の働き掛け等による消費

者の行動変容に向けた新たな取組の展開の促進 

・食品関連事業者等による食育の推進 

－食生活改善につながる表示や商品・サービスの「見える化」、開発・導入の

促進 

－生産者や産地等の情報発信に向けた取組の促進 

・職場における従業員等の健康に配慮した食育の推進 

－健康経営優良法人認定制度等を通じた食生活改善を含む健康経営に取り組

む法人の顕彰及び優良な事例の横展開 

－「食育実践優良法人顕彰」を実施し、従業員に対して、健康的な食事の提供

等の食生活改善に向けた取組とその評価を行っている企業を顕彰し、企業
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内の活力向上及び優良な取組の横展開 

 

・若い世代に関わる食育の推進 

－若い世代はその他の世代に比べて、食生活に関する課題が多く存在 

－大学生等を中心に食と健康、食の生産現場に関する多様な学びの機会を提

供する取組を促進 

・高齢者に関わる食育の推進 

－地域の共食の場等を活用した、適切な栄養管理に基づく健康支援型配食サ

ービスを推進し、地域高齢者の低栄養・フレイル（健康と要介護の中間の虚

弱状態）予防にも資する、効果的・効率的な健康支援 

・歯科保健活動における食育の推進 

－「歯科口腔保健の推進に関する法律」及び「歯科口腔保健の推進に関する基

本的事項（第二次）」（歯・口腔の健康づくりプラン）に基づき、全ての人

に対してライフステージごとの特性及びライフコースアプローチを踏まえ

た口腔機能の獲得、維持、向上等の食育を推進 

・専門的知識を有する人材の養成･活用 

・貧困等の状況にある子供に対する食育の推進 

－「こども大綱」（令和５年 12月 22日閣議決定）に基づき、貧困の状況にあ

る子供・若者や子育て当事者が社会的孤立に陥ることのないよう支援を実

施 

－安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設ける等の取

組を通じて、支援を必要とする子供を早期に発見し、行政等の適切な支援

につなげる仕組みをつくることにより、地域の支援体制を強化 

・地域における共食の推進 

－共食を希望する人が安心して参加できるよう、こども食堂等の地域におけ

る様々な共食の場づくりを推進 

－こども食堂等への政府備蓄米の無償交付等による食育の推進 

・災害時に備えた食育の推進 

－国の物資支援による食料品の提供や、地方公共団体、民間企業等における

食料品の備蓄に加え、家庭での取組を推進するため、ローリングストック

などの食品の家庭備蓄に関する情報を発信 

－高齢者等の食べる機能が弱くなった方、食物アレルギーを持つ方等に配慮

した食品を備えておくことも重要 
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４．食育推進運動の展開 

（１）現状と今後の方向性 

・食育の推進に当たっては、国、地方公共団体、教育関係者、農林

漁業者、食品関連事業者、ボランティア等、食育に係る多様な関

係者と連携・協働して国民運動として展開することが必要。 

・「食育に関心を持っている国民の割合」は近年伸び悩んでいる状況

も踏まえて、行動変容に向けた機運の醸成を図る。 

（２）取り組むべき施策 

・食育に関する国民の理解の増進 

－効果的な情報提供の実施等により、国民の理解の増進や行動変容を図り、

全国において継続的に食育推進運動を展開 

・ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等 

－ボランティア活動の活発化とその成果の向上に向けた環境の整備 

－食に関する民間資格を有する者の食育に関するボランティア等の食育活動

へ積極的な参加を促進 

・食育推進運動の展開における連携･協働体制の確立 

－他分野との協働等による食育に関する取組の拡大 

－市町村の食育の取組の「見える化」等による地方公共団体内の関係部局間

の連携も含めた多様な関係者と連携した取組の促進 

・食育月間及び食育の日の取組の充実 

－毎年６月の「食育月間」に加えて、必要に応じて、秋を中心に期間を設定

し、地方公共団体等と連携した食育推進運動を展開 

－「食育月間」中を基本として、国は、地方公共団体、民間団体等の協力を得

て、全国規模の中核的行事を毎年開催し、食育について国民への理解促進

を図るとともに、関係者相互間の連携を推進 

－毎月 19日を「食育の日」の取組を活性化させるため、食育に係る多様な関

係者による創意工夫ある取組を促進 

・食育推進運動に資する情報の提供 

－食育を推進した成果を挙げている地域の事例や手法等を集約・見える化し、

全国へ取組が普及するように情報提供 

・デジタル技術を活用した食育の推進  
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５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の 

活性化等 

（１）現状と今後の方向性 

・食をめぐる環境の変化等に伴い、食を生み出す場としての農林水

産業に関する理解が重要であり、農林漁業体験等の生産者と消費

者との交流を促進。 

・生産現場に対する理解や関心を深めるとともに、消費の面からも

持続可能な食料システムの構築への貢献が重要。 

（２）取り組むべき施策 

・農林漁業者等による食育の推進 

－農林漁業体験は農林水産物の生産現場や食に関わる人々の様々な活動等へ

関心や理解を深めるために重要 

－農林漁業体験に関する情報の取りまとめや発信等により、農林漁業者等に

よる農林漁業体験の実施の支援や消費者の参加を促進 

・子供を中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供 

－子供の農山漁村での宿泊体験を伴う農林漁業体験等を推進し、全国の取組

事例や国の支援施策の情報提供等を実施 

・都市と農山漁村の共生・対流の促進 

－産直活動等の生産者と消費者が直接つながる取組の強化 

－食や農への理解を醸成する「豊かな食と農のまちづくり」の推進 

・農山漁村の維持・活性化 

・地産地消の推進 

・食料自給率等の向上に資する消費の推進 

－国産農産物の消費拡大に向けて、消費者だけでなく、生産者、食品事業者な

ど食料システムの全ての関係者・関係団体や行政が連携し、主体的な取組

を促進 

－合理的な費用を考慮した価格形成に向けた消費者理解の醸成等の促進 

・環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した

食育の推進 

－食料生産から消費に至るまでの食料システムの各段階において、環境負荷

が生じており、環境の視点も踏まえた食育の推進が重要 

－環境に配慮した農林水産物の選択に向け、情報発信・普及啓発や、環境負荷

低減の取組の「見える化」等を推進 

－持続可能な食につながるエシカル消費の推進 
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・食品ロス削減の推進 

－食品ロスの削減に関する基本的な方針（令和７年３月25日変更）に基づき、

食品ロス削減の重要性についての関心と理解を増進するための普及啓発等、

食品ロス削減に向けた取組を推進 

・バイオマス利用と食品リサイクルの推進 
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６．食文化の継承のための活動への支援等 

（１）現状と今後の方向性 

・長い年月を経て形成されてきた我が国の豊かで多様な食文化は、

世界に誇ることができるが、食文化の継承が困難となっている状

況。 

・伝統的な食文化を次世代に継承していくため、食育活動を通じて、

国民の理解を深めるべく、地域の多様な食文化を支える多様な関

係者による活動の充実が必要。 

（２）取り組むべき施策 

・地域の多様な食文化の継承につながる食育の推進 

－「和食；日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産の登録の趣旨を

踏まえ、国民の関心と理解を深めるために、伝統的な食のデータベースの

充実や和食文化を伝える中核的人材である「和食文化継承リーダー」の育

成、「100年フード」及び「食文化ミュージアム」の取組の推進 

－全ての世代が手軽に和食に接する機会を拡大するため、官民協働で「楽し

もう！にほんの味。～和のこころをつなぐ食の国民運動～」（略称：楽し味

（たのしみ）プロジェクト）を展開 

・ボランティア活動等における取組 

・学校給食等での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用  

－学校給食等においても、地域の郷土料理の歴史、ゆかり、食材などを学ぶ取

組を推進 

・専門調理師等の活用における取組 

 

  



 

14 

 

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の 

 提供及び国際交流の推進 

（１）現状と今後の方向性 

・健全な食生活の実践には、食生活や健康に関する知識を持ち、自

ら食を選択していくことが必要。そのため、食に関する国内外の

幅広い情報を SNS 等の多様な手段で提供するとともに、消費者行

政等との連携を深めること等による教育機会の充実を図ることが

必要。 

（２）取り組むべき施策 

・生涯を通じた国民の取組の提示 

・基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供 

・リスクコミュニケーションの充実 

・食品の安全性や栄養等に関する情報提供 

－SNSなどの様々な媒体や各種イベント、食育に関する普及啓発資料などを活

用した分かりやすい情報提供 

－アレルギー対策も含め食生活と健康に関する医学的知見・科学的根拠の蓄

積と情報発信 

・食品表示の理解促進 

－食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）に基づく食品表示制度について、

消費者の更なる食品表示の活用に向け、原料原産地表示、栄養成分表示等

を含め、学生への教育等の世代に応じたアプローチで制度の周知普及 

・地方公共団体等における取組の推進 

・食育や和食・日本の食文化の海外展開と海外調査の推進 

－諸外国における我が国の食文化の魅力に対する理解を一層高めるため、在

外公館料理人制度の活用、並びに文化外交の抜本的強化の一環としての在

外公館、国際交流基金等による和食・日本の食文化に関する文化事業の実

施及びコンテンツ事業等の展開の推進 

・国際的な情報交換等  
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第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必 

要な事項  

１．多様な関係者の連携・協働の強化 

・食育に関わる多様な関係者がその特性や能力を活かし、主体的に、

かつ、互いに密接に連携・協働して、多様な取組を推進していくこ

とが重要であり、連携・協働の強化に努める。 

 

２．地方公共団体による推進計画に基づく施策の促進とフォローアップ 

・地方公共団体における食育の推進が一層充実するよう市町村別の推

進計画の作成状況や食育の取組状況等の「見える化」等を実施。 

・地方公共団体は、その食育推進会議を活用しながら多様な主体との

連携・協働を推進。国は、地方公共団体における食育の推進が一層

充実するよう、推進計画の作成状況を把握しつつ適切な支援を行う。 

 

３．積極的な情報提供と国民の意見等の把握 

・消費者理解の醸成に向けて、効果的な情報発信に努める。 

 

４．推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用 

・目標の達成状況の把握と評価を実施、評価を踏まえた施策の見直し

と改善を図る。 

 

５．基本計画の見直し 

・計画期間終了前であっても必要に応じて見直しの必要性等を適時適

切に検討。 


